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第１期中期目標期間における積立金の繰越について
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地方独立行政法人法第４０条 

○ 中期目標期間終了後において、損失補てん等の整理を行ってもなお積立金がある場合は、設立団体の長の承認を受けて次期中期目標期間の認可中期計画に定める 

 業務の財源に充てることができる。 

○ 設立団体の長は、上記の承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。 

○ 積立金から上記設立団体の長の承認を受けた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。 

次期中期目標期間への繰越承認を求める考え方 

○ 以下については次期中期目標期間への繰越を承認する。 

  ・当該中期目標期間中に経営努力を認定し、目的積立金として整理した額（最終事業年度において経営努力と認められる剰余金を含む） 

○ 以下については次期中期目標期間への繰越を認めず、県に納付するものとする。 

  ・当該中期目標期間中に経営努力として認められず、積立金として整理された額（最終事業年度において経営努力と認められない剰余金を含む） 

２２～２６年度に積み立てた目的積立金の残額         376,978,311円 
 ・目的積立金 176,996,866円    ・修学支援積立金 199,981,445円 

２７年度決算剰余金のうち目的積立金への積立相当額    171,819,206円 
 ・臨時利益を除く利益のうち 158,690,272円（経営努力と認められるべきもの） 

 ・臨時利益のうち 13,128,934円（退職手当に係る運営費交付金充当残額のうち 

  県との間で精算済のもの） 

２２～２６年度に積み立てた積立金の残額              89,561,211円 
 ・給与減額改定等による剰余金 

第２期中期目標期間へ繰越 
（前中期目標期間繰越積立金） 

          588,065,111円 
教育研究の質の向上及び組織運営の改

善に使用（第２期中期計画第１１の２） 

 ・研究開発センターなどの研究の推進 

 ・教員や学生の海外活動支援による 

  グローバル人材の育成 

 ・施設修繕など教育環境整備 

 ・施設の災害対応や備蓄品の整備 

 ・２０周年記念事業 など 

県に返納    179,669,114円 

 
県規則（公立大学法人埼玉県立大 

学の業務運営並びに財務及び会計 

に関する規則）第１５条により、７月 

１０日までに県に返納 

２７年度決算剰余金のうち積立金への積立相当額         129,375,497円 

 ・臨時利益を除く利益のうち 8,634,597円（高額備品等に係る運営費交付金充当残額） 

 ・臨時利益のうち 120,740,900円（退職手当に係る運営費交付金充当残額のうち 

  県との間で精算未了のもの） 

調整額                                   39,267,594円 
 ・給与増額改定等により法人経費の増加があったが、これに対する運営費交付金 

  の追加交付がなかったもの 

調整額                                  △39,267,594円 
 ・給与増額改定等により法人経費の増加があったが、これに対する運営費交付金 

  の追加交付がなかったものを県返納額から控除 
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議案２ 


